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福島原発事故 作業員の労災 過労死で初認定 
 
昨年 5 月、福島第 1 原発で作業中に心筋梗塞で死亡した大角信勝さんの遺族の労災申請に対し、横浜南労働

基準監督署は 2 月 24 日、「過労が原因の心筋梗塞」として労災を認定した。 
 
大角さんは、元請けの東芝からみて 4 次下請けにあたる静岡県御前崎市内の建設会社の臨時雇いとして現場

に入った。5 月 13 日午前 2 時 30 分に宿舎を出発し、午前 6 時～9 時のシフトに入り、汚染水の処理機材を

設置するため、集中廃棄物処理施設の配管工事などを担当した。2 日目 14 日の午前 6 時 50 分ごろ、特殊鋸

(配管用の鋼材を切断する機械、50kg 重) を運ぶ途中で倒れた。 
医務室に運ばれたが医師は不在 (当時、免震重要棟の医務室には、午前 10 時～午後 4 時までしか医師がい

なかった)。8 時 10 分、J ヴィレッジに搬送されたが、医療設備が不備のため、同 35 分頃に救急車でいわき

市立総合磐城共立病院に搬送されたが、9 時 33 分に亡くなった。 
大角さんが体調不良を訴えてから病院に着くまで 2 時間以上かかっている。大角さんの死をもって、救急体

制の不備が指摘され、東京電力はようやく現場に常時医師を配置する措置をとった。大角さんの被曝線量は

計 0.68 ミリシーベルト。報道によれば、ご遺族が労災申請したとき、東京電力は「(大角さんの死と) 業務

との関連性は高くないと考えている」、東芝は「労働と心筋梗塞との因果関係は不明で、いまの段階では労災

だったかどうかは判断できない」とコメントを出した。東電、東芝から見舞金や補償は支払われていない。 
 
労働環境の過酷さを重視 
 
大角さんの労働時間は 2 日間で計 4 時間弱の作業だったが、同労基署は、深夜から早朝にわたり、防護服・

防護マスクを装備した労働が過重な身体的・精神的負荷となり、心筋梗塞を発症させたとし短時間の過重業

務による過労死と認めた。 
 
厚生労働省によると、脳や心臓疾患による労災の認定基準は、①長期間の過重業務、②短期間の過重業務、

③異常な出来事―の少なくとも 1 つに該当する場合としている。 
原発労働者の労災認定の壁は厚く、これまでなかなか認められなかった。今回、原発労働者が過酷な環境で

働いていることを国が認めた判断は、原発で働く作業員の労働災害について救済の道を拡げる画期的なもの

である。 
 
福島第 1 原発での作業中の死亡は、大角さんの他にもこれまでに 3 人確認されている。昨年 8 月上旬に 7 日

間、休憩所を出入りする作業員の被曝管理をしていた男性が白血病で死亡。累積被曝線量は 0.5 ミリシーベ

ルト、内部被曝はゼロとされている。 
8 月 8 日から汚染水をためるタンクの設置工事に従事していた 50 代の男性作業員が 10 月 6 日、作業中に倒

れ死亡。死因は後腹膜膿瘍による敗血症ショック。前日の 10 月 5 日午前 7 時ごろ朝礼に向かうときに歩け

なくなり、体調不良を訴えていたという。被曝線量は 2.02 ミリシーベルトとされている。 
１月 9 日には、建設中の廃スラッジ貯蔵施設でコンクリートの打ち込み作業を行なっていた作業員が体調不

良を訴え、5・6 号機の緊急医務室に運ばれ治療を受けたが、心肺停止状態となり、いわき共立病院へ搬送さ

れ… (午後 5 時 2 分に死亡が確認されている)。 
(略) 
 
2 号機地下の線量、最大 160mSv 
 
3 月 14 日、2・3 号機の原子炉建屋地下で放射線量を計測したところ、2 号機の線量は最大で毎時 160 ミリ

シーベルトであった。建屋には、各号機に作業員 3 人ずつが入り、地下にある圧力抑制室の入り口付近など

を計測した。2 号機では 100～160 ミリシーベルト。3 号機入り口の扉が開かず計測できなかったが、手前の

場所で線量は 2 号機の約 3 倍あった。作業時間は 2 号機が 20 分、3 号機が 8 分。作業員の平均被曝線量は 2
号機で 2.87 ミリシーベルト、3 号機で 2.68 ミリシーベルトという高い線量で、作業者にとっては過酷な作

業であった。福島第 1 原発のきびしい環境下での収束作業は、今後 30～40 年は確実に続く。 



 
除染作業でも 2 人死亡 
 
各地で除染が活発に行なわれているが、作業に携わった 2 人の死亡者が出ている。昨年 12 月 12 日、伊達市

霊山町下小国のモデル地区で除染作業をしていた男性作業員は休憩中のトラック内で心肺停止状態で見つか

り、約 1 時間後に病院で死亡。死因は非公表。 
 
内閣府原子力災害対策本部と日本原子力研究開発機構は 1 月 17 日、福島県広野町の除染モデル実証事業で、

除染に携わっていた男性作業員が倒れ、搬送先の病院で亡くなったと発表。死因は心筋梗塞であった。 
 
昨年 10 月からわずか 2 ヵ月間で「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染す

るための業務等に係る電離放射線障害防止規則」（除染則）を制定し、2012 年 1 月１日から施行されている。

この除染則が適用されるのは、福島県全域および岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉県の地域で、

放射線量が毎時 0.23 マイクロシーベルト以上の除染特別地域および汚染状況重点調査地域で行なう、土壌等

の除染作業等、または廃棄物収集等の作業である。労働者の放射線被曝の限度は、原子力作業従事者の限度

と同様、年間 50 ミリシーベルトかつ 5 年間で 100 ミリシーベルト。 
 
また、上記対象地域以外での除染等の作業や自社の事業所の除染作業に関しては、ボランティアや自営業者、

住民に対して除染則に留意しながら実施することが望ましいとしている。除染作業による被曝の問題にも注

視していきたい。 
（渡辺美紀子） 
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布施祐仁著 『ルポ イチエフ 福島第一原発レベル 7 の現場』 (岩波書店 2012.09) 148～150 頁より抜粋 
 
信勝の遺体は、福島市内の火葬場で荼毘に付された。カニカは、夫の遺骨を大事に包み、御前崎のアパート

に連れて帰った。それからしばらくして、(夫を雇った地元の建設業者の) 社長が訪ねてきた。社長は、国が

作成した労災制度に関するパンフレットを見せて、「今回の大角さんの死亡は業務と直接関係ないから、労災

は出ないだろう」と説明した。 
カニカは、(略) 夫の突然死が、原発での仕事と 100 ％ 無関係とは思えなかった (略) 納得がいかなかった

カニカは、市役所に行き (労災申請を) 相談する。そこで、無料の法律相談会を紹介される。相談会に参加

すると、担当の弁護士は「仕事中に亡くなったのだから、労災の出る可能性はありますよ」と言ってくれた。

カニカは労災申請をおこなうことを決意し、弁護士に代理人を依頼する。 
この後、再び社長がアパートを訪ねてきた。社長は唐突に切り出した。「50 万円あげるからタイに帰りなさ

い」 「明日 50 万円持ってくるから、印鑑を用意しておくように」とくり返した。 
カニカは、社長が帰ると、すぐに弁護士に電話をした。事情を説明し、どうしたらよいか相談すると、弁護

士は「受け取らない方がいい。印鑑も押さないで」と言ったので、そうすることにした。 
翌日の夜、社長が自宅にやってきて呼び鈴を何回も鳴らしたが、カニカは出なかった。すると社長は、ドア

の向こうでこう吐き捨てた。「100 万円出そうと思っていたのに、お前、弁護士に頼んだな。それだったら、

わしはもう手を引く！」 
この後、一度社員が福島での 4 日分の給与として 8 万円を持ってきただけで、以降、会社からの連絡は途絶

えた。 
カニカは 7 月 13 日、元受けの東芝の労災保険窓口になっている横浜南労働基準監督署に労災を申請した。 
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